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社団法人 大学英語教育学会 

内    規 

 

本『社団法人大学英語教育学会内規』（以下、『内規』）は同『社団法人大学英語教育学会細則』

（以下、『細則』）第 41 条により定められたものである。 

 

第１章 組織：支部運営 

（支部運営内規） 

第 1 条 本支部運営内規は、社団法人大学英語教育学会細則第 3 条第 2 項に基づき、支部の運営

に必要な事柄を定めるものとする。 

 

（支部数） 

第 2 条 本会の支部は、北海道支部、東北支部、関東支部、中部支部、関西支部、中国・四国支

部、九州・沖縄支部の 7 支部とする。 

 

（目的） 

第 3 条 支部は、大学英語教育及び関連分野の理論と実践に関する研究と活動を通じて、大学英

語教育の充実発展を図り、あわせて当該地区における会員相互の交流を深めることを目

的とする。 

 

（事業） 

第 4 条 前条の目的を達成するために必要な事業を行う。 

 

（会員） 

第 5 条 支部の会員は、社団法人大学英語教育学会会員で、原則として当該地区に勤務または居

住する者とする。 

 

（支部役員） 

第 6 条 支部に次の支部役員を置く。 

（1）支部長 1 名、なお、定款第 12 条第 2 項のとおり、支部長は理事とする。 

（2）副支部長 1 から 2 名を置く。 

（3）支部幹事 若干名（支部事務局幹事を含む） 

（4）支部研究企画委員 若干名 

 

（支部役員の任務） 

第 7 条 支部役員の任務は次の通りとする。 

（1）支部長は支部を代表し、必要に応じて支部役員会を招集し、これを主宰する。 
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（2）副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたときは、

その職務を代理し、又はその職務を行う。 

（3）支部幹事は支部の事務を総括し、本部や他支部との連絡、その他の事務を行う。 

（4）支部研究企画委員は支部長、支部幹事を助け、支部運営上の諸問題を処理する。 

（5）なお、当該支部が必要と認める役員を置いた場合には、当該役員はその行うべき任

務を遂行する。 

 

（支部役員の選出） 

第 8 条 支部役員の選出は次の通りとする。 

（1）支部長は、支部役員会が推薦し、支部総会で選出する。 

（2）支部幹事及び研究企画委員は、支部役員会が推薦し、支部総会の承認を得るもの

とする。 

 

（支部役員会・支部委員会） 

第 9 条 支部長、副支部長、支部幹事、支部研究企画委員、及び支部選出の役員をもって支部役

員会を構成する。 

2. 支部役員会は支部運営上の諸問題について審議する。 

3. 各支部は支部運営上の各種委員会を置くことができる。 

 

（支部総会） 

第 10 条 支部は毎年１回支部総会を開くものとする。また、必要に応じて、随時開くことができ

る。 

2. 支部総会における議決は支部会員の過半数の賛成を必要とする。 

 

（経費） 

第 11 条 支部の経費は、本部より配付される。毎月本部に対しその収支報告をしなければならな

い。 

 

（支部事務局） 

第 12 条 支部は支部事務局を支部幹事等の勤務大学等に置くことができる。 

 

（支部運営要領） 

第 13 条 この他必要に応じて各支部の支部運営要領を定めることができる。 

 

第２章 会長選挙 

（会長選挙内規） 

第 14 条 本会長選挙内規は『細則』第 8 条を実施するにあたり、定めたものである。 
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（選挙権・被選挙権） 

第 15 条 選挙における選挙権及び被選挙権は、改選前年度の 8 月末日に登録された一般会員が有

する。ただし、改選時に任期 3 期終了を迎える会長には被選挙権はない。また、満年齢

69 歳以上の者には被選挙権はない。 

 

（候補者リストの作成） 

第 16 条 『定款』第 15 条第 2 項に定められた会長候補者は理事会において決定される。その手

順を次のように定める。 

(1) 会長候補者推薦委員会(推薦委員会)を設置する。推薦委員会は本部正・副代表幹事

をもって構成する。 

(2) 推薦委員会の業務は、会長候補者リスト作成終了までとする。 

(3) 推薦投票は、改選前年度の 9 月に開催される理事会に出席した理事により行なわれ

る。ただし、欠席する理事については事前の郵送による投票を認める。 

(4) 投票は記述方式とする。 

(5) 開票は、推薦委員により投票後直ちに行われ、理事会に報告される。 

(6) 開票に際し、疑義が生じた票の取り扱いについては、推薦委員会に一任する。 

(7) 推薦委員会は直ちに会長候補者に連絡し、承諾を得る。 

(8) 会長候補者はアルファベット順とし、その旨記載する。 

(9) その他、決定に際し問題が生じた場合は理事会の決定に委ねる。 

 

（会員による投票の実施） 

第 17 条 『定款』第 15 条第 2 項に定められた会長に対する投票の実施作業は、次の手順により

行なわれる。 

(1) 選挙管理委員会を改選前年度の 9 月に開催される理事会において設置する。選挙管

理委員会は社員の中から選出された 5 名の委員により構成する。内 1 名を委員長、1

名を立会人とする。 

(2) 選挙管理委員会の業務は、会長選挙終了までとする。 

(3) 会長候補者は、選挙管理委員となることはできない。 

(4) 選挙管理委員会は、承諾された候補者のリストに基づき、投票用紙を作成する。 

(5) 候補者全員の氏名、勤務先、略歴を明示した資料を添付する。 

(6) 選挙管理委員会は、投票用紙、候補者紹介資料、投票用紙封入用封筒、郵送料受取

人払いの手続きをとった返信用封筒を、一般会員に発送する。封入用封筒には何も記

入しないように注意書きをする。 

(7) 開票作業に先立ち返信用封筒から封入用封筒を取り出す。 

 

 

 



 

4 

（開票・集計） 

第 18 条 選挙管理委員会は投票結果を集計し、理事会に報告する。 

2 開票に際し、疑義が生じた場合の取り扱いなど、開票に関する運営はすべて選挙管

理委員会に一任する。 

 

（得票結果の取扱い） 

第 19 条 投票集計の結果、得票の最も多い者を会長とする。 

2 得票が同数であった場合は理事を選挙人として決定の選挙を行い、この選挙の選出

者を会長とする。 

3 選挙管理委員会委員長は、選挙結果を会員に報告する。 

 

（問題の処置） 

第 20 条 本要領の実施にあたり問題が生じた場合は、理事会において審議し、その議に従い運用

することとする。 

 

（本要領の改廃） 

第21条 本会長選挙内規の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 

 

第３章 社員選挙 

（社員選出）  

第22条 本社員選出は『細則』第 10 条を実施するにあたり、定めたものである。 

本部は、各支部の会員数をもとに社員数を割り振り、当該支部にその社員数を通知する。 

2. 支部は社員推薦委員会を設置する。 

3. 社員推薦委員会は割当人数分の推薦者リストを作成する。 

4. 投票用紙に、推薦者名と信任・不信任を記述するスペース及び不信任の場合に推薦者を

記述する自由記述欄を用意し、これを会員に送付する。 

5. 会員は、記述された推薦者を推薦する場合は信任欄に記入する。推薦しない場合には不

信任欄に記入し、さらに、自由記述欄に自分の推薦する者の氏名を記入できることとす

る。 

6. 前項により、推薦委員会から推薦されたもの及び自由記述された氏名の両方を合計し、

上位のものから割当人数分を支部推薦候補として本部に推薦する。 

7. 本部は支部から推薦された者を社員総会にはかる。 

 

第４章 大学英語教育学会賞 

（社団法人大学英語教育学会賞選考内規） 

第 23 条 社団法人大学英語教育学会細則第 25 条第 5 項により大学英語教育学会賞（以下、「本

賞」）の授賞に係わる内規を定める。 
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（賞の種類） 

第 24 条 本賞は、学術賞、新人賞、実践賞の 3 つから成る。 

2．学術賞は、推薦時までの約１年間に公刊された、英語教育に関連した分野における

高度な学術研究について与えられる。 

3．新人賞は、本学会の前年度全国大会における研究発表・実践報告及び本学会紀要に

発表された優れた研究または実践について与えられる。 

4．実践賞は、大学、短期大学、または高等専門学校等における英語教育で顕著な成果

を挙げた実践について与えられる。 

 

（授賞） 

第 25 条 賞は、第 27 条の成果を収めた個人または団体に対して、学会内に設置する大学英語教

育学会賞選考委員会（以下、選考委員会という）の選考を経て、理事会が決定し、全国

大会で授賞する。 

2．授賞は、原則として各賞について年度ごとに１件とする。 

3．受賞者に対しては、賞状とともに記念品を贈呈する。 

 

（推薦） 

第 26 条 受賞者の推薦は、各賞について本学会役員が推薦者及び資料を添えて選考委員会に対し

て毎年 12 月 1 日までに行う。 

 

（選考委員会） 

第 27 条 選考委員会は、原則として、会長が理事会の意見を徴して委嘱する 4 名と、各支部及び

本部から 1 名ずつ推薦される 8 名の計 12 名から構成される。 

2．委員長は選考委員の中から会長が理事会の意見を徴して委嘱する。 

3．委員長は委員会を招集し、これを主宰する。 

4．委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 

5．年度の途中で委員の委嘱を受けた者の任期は、先任者の残任期間とする。 

 

第５章 その他 

（改正） 

第 28 条 この内規の改正は、理事会及び社員総会の議決を経なければならない。 

 

附    則 

1. この内規は､文部科学大臣の設立許可があった日(平成 20年 8月 15日｡以下｢許可日｣とい

う｡)から施行する｡ 
 


